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米国特許情報 

Supernus事件に基づき特許権者が追加の PTAを取得するために 

従うべき新たな手続が官報にて公表される 
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１. はじめに 
  

USPTOに起因する審査の遅延が生じた場合、その遅延分に相当する日数分だけ特許権存続期

間の調整（PTA）により加算されます。これに対し、出願人に起因する遅延が生じた場合、その

遅延分が、特許権存続期間の調整により差し引かれます。米国特許法第 154 条(b)は、USPTO

に起因する遅延に対し、一日単位で PTAを計算する旨、規定するものです。 

 

特許権存続期間の計算に際し、出願人による遅延（"applicant delay"）としてプロセキュ

ーションの終結のために相応の努力を払った期間が特定された場合、当該期間に相当する日

数だけ、所定期間内に、特許権の満了日の延長を USPTO に対して求める権利を特許権者は

有しています。 

 

 USPTOは、Supernus Pharm., Inc. v. Iancuの判決（2019年 1 月 23日）に基づいて、特許

権者が追加の PTAを取得するために従うべき新たな手続を 2019年 5月 9日付の官報により公

表しました。 

 

この官報による通知によれば、特許権者は、遅延を回避できたであろう確認可能な努力がなか

った期間における、出願人による遅延の控除に基づいて PTA の裁定に対して再考を求めること

ができるようになりました。今回の通知の内容について、以下に説明します。 
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